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小城を 100倍楽しくする 小城のフリーペーパー

小城のフリーペーパーおぎなうのオススメ
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干し柿のヘタを切り落とし、縦に１か所切り目を入れて、種を取り除く。
内側の面にねりがらしを塗り、元の形に戻す。

小麦粉を水で溶いて少し硬めの衣を作り、干し柿全体につけ、白ごまをまんべん
なくまぶす。中温（170℃）の油で揚げ、ごまの色が変わってきたら取り出す。

斜め半分に切って盛り付けたら完成。

作り方

普茶料理は、肉・魚・卵を一切使用せず、

野菜・季節の山菜・豆腐などで作る精進料理です。

利休揚げとは、 茶人の利休が

ごまを使った料理が好みだったことが

由来となっています。
●干し柿 ……… ２個

●ねりがらし … 適量

●小麦粉 ……… 適量

●白ごま ……… 適量

●油 …………… 適量

「干し柿の利休揚げ」
今月の料理

１人分→170kcal

私たちのおすすめレシピ私たちのおすすめレシピ

普茶料理  おぎ春香会の皆さん普茶料理  おぎ春香会の皆さん

お手軽
レシピ
お手軽
レシピ

くらしの
情　報

◎�実在の事業者名をかたって本物と思わ
せ、法的措置を取るなどと記載をし、消費
者の不安をあおるケースが見られます。
◎�架空請求は消費者の情報を完全に特定
して送られているわけではありません。
連絡することで個人情報が知られ、それを元にさ
らなる請求につながる可能性があります。

消費生活センターからのアドバイス

架空請求  心当たりのない請求は無視！

市からのお知らせなどを
配信しています

小城市広報 Twitter
スマートフォンなどで読み込んでください。

※ご利用には、別途通信料がかかります。

小城市
情報アプリ

●市の情報と地元のお店の
　 情報がチェックできます。
●防災情報をお知らせします。
●市の行政放送を聞き逃した
　 ときに、再確認できます。 ▲Android版 ▲iOS版

おぎ おぎ
スマートフォン
などで読み込んで
ください。

LINE 公式アカウント
●「友だち追加」から「小城市」を検索し、
　 「友だちに追加」ボタンを押してください。
●スマートフォンなどで読み込んでください。

＠ogicity
小城市広報 ID

こちらから

こんなトラブルにご注意を！！

小城市広報番組
放送日時　５月２日（月）～15日（日）
［ぶんぶんテレビ］①　９時45分～　②17時～　③19時45分～
［はがくれテレビ］①15時10分～　②22時10分～

［おぎぶら］

※放送日時は変更になることがあります。
※放送期間終了後は、市ホームページで公開しています。

YouTube「小城市チャンネル」▶

消費生活センター（西館１階）　☎72・５６６７
（月・火・水・金曜日 ９時30分〜16時30分）
木・土・日・祝日の相談は消費者ホットライン「188」へ

問

事�例１）「消費者確認通知」というはがきが公的機関の
ようなところから届いた。債務不履行で訴訟の準備
をされていると言う。「至急電話するように」と書
かれている。どうすればよいか。

事�例２）大手通信会社の名前でSMS（ショートメッセー
ジサービス）が届き、未納料金があると書かれていた。
身に覚えがなかったが、法的手続きを取ると書かれ
ていたので、電話をした。未納サイト料金を請求さ
れ、コンビニで購入した電子マネーの番号を伝えた。

市長が小城市内を散策しながら、
小城市の魅力を発信していきます。

５月の納期 税金は納期内に
納めましょう！

夜間納税相談

【相談日】 ５月12日（木）・26日（木）
【時　間】 17時30分～20時
【場　所】 税務課（西館１階）　☎37・6104
※昼間に来庁できない人への夜間相談窓口を開設しています。
　また、市税の納付もできますので、ご利用ください。

固定資産税（１期） 軽自動車税（全期）

相談名 相談日 場所 時間

健康相談
☎37・6106

毎月第2・4木曜日 三日月町　ゆめりあ 9：30

～
11：30

毎月第2・4金曜日 小城町　桜楽館
毎月第1・3水曜日 牛津町　アイル

障がい者
相談

毎週
月～金曜日

小城・多久障害者相談
支援センター（桜楽館内）

☎７１・１２５０

８：30
～

17：15
消費生活
相談

（要予約）

毎週
月・火・水・金
曜日

小城市役所
消費生活センター
☎72・5667

9：30

～

16：30

（家族による
家族のための）
精神障害
悩み相談

毎週月曜日
精神保健福祉
連合会事務局
☎72・4797

10：00

～

13：00毎週火〜日曜日
☎090・8357・7963（松田）

各種相談

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各町で
行っている人権相談・行政相談は中止しています。ご相
談は各電話相談におかけください。
◆行政相談「きくみみ佐賀」  ☎25・1100
　相談日／平日　時間／8：30〜17：15
◆人権相談「みんなの人権110番」  ☎0570・003・110 
　相談日／平日　時間／8：30〜17：15
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